
月
日
　
９
月
１
日
㈰

場
所
　
苫
小
牧
市
な
ど

内�

容
　
甲
種
、
乙
種
（
第
１
～
６

類
）
、
丙
種

受
験
願
書
受
付
期
間
　

・�

書
面
申
請
…
７
月
25
日
㈭
～
８
月

１
日
㈭

・�

電
子
申
請
…
７
月
22
日
㈪
～
29
日

㈪
※�

願
書
は
消
防
本
部
や
消
防
署
、
各

消
防
支
署
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

※�

電
子
申
請
に
つ
い

て
は
、
（
一
財
）

消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
９
６
１
１
）

月
日
　
９
月
１
日
㈰

場
所
　
苫
小
牧
市
な
ど

内�

容
　
甲
種
（
第
１
～
５
類
）
、
乙

種
（
第
１
～
７
類
）

受
験
願
書
受
付
期
間
　

・�

書
面
申
請
…
７
月
25
日
㈭
～
８
月

１
日
㈭

・�

電
子
申
請
…
７
月
22
日
㈪
～
29
日

日�
時
　
７
月
25
日
㈭
～
27
日
㈯
９
時

～
17
時

◎
海
上
保
安
学
校
学
生
　

受�

付
期
間
　
郵
送
は
７
月
16
日
㈫
～

18
日
㈭
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
７
月

16
日
㈫
～
25
日
㈭

◎
海
上
保
安
大
学
校
学
生
　

受�

付
期
間
　
郵
送
は
８
月
22
日
㈭
～

26
日
㈪
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
８
月

22
日
㈭
～
９
月
２
日
㈪

※�

詳
し
く
は
室
蘭
海
上
保
安
部
へ
問

い
合
わ
せ
る
か
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
室
蘭

㈪
※�

願
書
は
消
防
本
部
や
消
防
署
、
各

消
防
支
署
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

※�

電
子
申
請
に
つ
い

て
は
、
（
一
財
）

消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
９
６
１
１
）

場
所
　
室
蘭
市
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

定
員
　
20
人

講�

習
料
　
１
万
９
千
400
円

申�

し
込
み
　
７
月
20
日
㈯
ま
で
に
申

込
書
お
よ
び
講
習
料
、
テ
キ
ス
ト

代
を
添
え
て
現
金
書
留
に
て
一
般

社
団
法
人
日
本
ボ
イ
ラ
協
会
北
海

道
支
部
室
蘭
地
区
支
部
事
務
局

（
〒
050

－

０
０
８
３
室
蘭
市
東
町

３

－

27
）
に
郵
送
ま
た
は
持
参

※�

詳
細
は
同
事
務
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（http://jba-hokkaido.saku�

ra.ne.jp/m
uroran/

）
を
参
照
。

問�

い
合
わ
せ
　
同
支
部
事
務
局

�

（
☎
�
５
６
９
６
）

◎
自
衛
官
候
補
生
　

対
象
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

受
付
期
間
　
９
月
12
日
㈭
ま
で

◎
一
般
曹
候
補
生
　

対
象
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

受
付
期
間
　
９
月
６
日
㈮
ま
で

◎
航
空
学
生
　

対
象
　

・
海
上
…
18
歳
以
上
23
歳
未
満

・
航
空
…
18
歳
以
上
21
歳
未
満

受
付
期
間
　
９
月
６
日
㈮
ま
で

問�

い
合
わ
せ
　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協

力
本
部
室
蘭
地
域
事
務
所

�

（
☎
�
９
５
３
３
）

海
上
保
安
部
（
☎
�
０
１
１
８
）

第
４
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

第
２
回
消
防
設
備
士
試
験

ボ
イ
ラ
実
技
講
習

海
上
保
安
官
採
用
試
験

自
衛
官
募
集

国民年金保険料の『免除制度』と『納付猶予制度』をご存じですか

問い合わせ
年金・長寿医療グループ（☎�２１３７）

　国民年金保険料が未納の状態だと『障害基礎年金』や『遺族基礎年金』が受けられないこと
がありますが、保険料を納付することが困難な方には、保険料の免除・納付猶予制度がありま
す。免除などを受けるには、所得制限がありますので、詳しくは問い合わせください。
※�免除制度、納付猶予制度が承認された期間については、10年以内であれば後から保険料を納
める（追納）ことができます。
※過去２年１カ月分まで遡及して、免除制度、納付猶予制度の申請ができます。

免�除制度…前年の所得に基づき保険料を全額
（月額16,410円）、または一部免除します。免
除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額
が減額して計算されます。

全額免除 ４分の１
納付

２分の１
納付

４分の３
納付

保険料月額 ０円 4,100円 8,210円 12,310円
年金額 ２分の１ ８分の５ ４分の３ ８分の７
※�規定の保険料を納付しなかった場合は、その期
間の一部免除が無効（未納と同じ）となり、将
来の老齢基礎年金の額に反映されませんのでご
注意ください。

納�付猶予制度… 50歳未満の方で、同居している
世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所
得要件により、国民年金保険料の納付を猶予す
る制度です。納付猶予承認期間は、将来受け取
る年金の受給資格期間に含まれますが、年金額
には反映されません。

手�続きに必要なもの…印鑑、年金手帳または
納入通知書、失業の場合は『雇用保険被保
険者離職票』の写し、または『雇用保険受
給資格者証』
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